
工事書類の統一化にかかる新様式の運用スケジュール　　沼田市

旧様式を使用
（新様式を使用する場合は監督員の承諾を得ること）

新様式を使用
（旧様式は使用不可）

新様式を使用（旧様式の併用も可）

新
様
式
の
使
用
開
始

R8.3.31
以前

契約工事

R8.4.1
以降

契約工事

建設工事関係書類様式新旧対照表に掲載している「新様式」と「旧様式」
の併用が可能

建設工事関係書類様式新旧
対照表に掲載している「新様式」
のみ使用可能

令和７年度 令和８年度（移行期間） 令和９年度

令和８年３月 令和８年４月～令和９年３月 令和９年４月～

R8.4.1～ R9.4.1～

新様式を使用
（旧様式は使用不可）

新
様
式
の
使
用
原
則
化


